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気象警報発令時の対応について（お知らせ） 

 

 陽春の候，保護者の皆様におかれましては，ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は本校の教育活動に対

し，ご理解とご支援を賜り誠にありがとうございます。 

 気象警報等発令時の児童の安全確保のための対応をお知らせします。変更がありました時は，また改めてお知

らせいたします。ご理解・ご協力をお願い致します。 

 

１ 午前６時の段階で，芸北地域に警報が発令されている場合 

   児童・生徒の安全確保について，保護者代表，近隣学校と協議し，措置を決定します。 

（１）登下校の安全確保が困難であると判断される時は，「臨時休校」の措置をとります。 

その場合は，学校から６時１０分から６時３０分の間に（決定後速やかに）学校・保護者連絡ツール

「tetoru」でお知らせします。 

（２）警報が出ていても，天候の回復が見込まれ，安全に登校できると判断される時は，特別に家庭への連

絡は行いませんので，通常通り登校させてください。 
  
■地域の道路状況などについて情報がありましたら，学校への積極的な情報提供やできる範囲での登 

校の見守りをよろしくお願いします。特に，大雨後の登校についてはご留意ください。 

 

２ 午前６時から始業（午前８時１５分）までの間に，芸北地域に警報が発令された場合 

（１） 自宅を出ていない場合は，保護者の判断として，自宅待機させてください。待機中に「tetoru」で 

待機後の対応をお知らせします。 

（２） 自宅を出て登校中の場合は，登校後の対応（後述３，４）を行います。（登校中の様子を学校も見回

りをしますが，保護者の見守りも可能な範囲でお願いします。） 

 

３ 登校後に，警報等が発令され通常の安全な下校が難しいと判断した場合 

   「学校待機」，「保護者の迎えによる下校」，「職員が付き添いでの集団下校」など，措置を決定します。

対応内容については，「tetoru」で連絡をします。 

    

４  学校登校時に，授業の打ち切り，明日の臨時休校等について判断した場合 

   判断した時点で，判断内容や下校方法については，「tetoru」で連絡をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保護者の皆様へのお願い】 

＜緊急時の連絡について＞ 

・授業打ち切り等による下校時刻の変更，保護者の迎えによる下校等の必要がある場合は，直ちに

保護者へ連絡します。警報発令等がなされている時は，「tetoru」で連絡をします。（保護者の

迎えが必要な場合，連絡がつかない時は，児童を学校に待機させます。） 

＜臨時休校になった場合の児童への指導について＞ 次のことについてご指導ください 

  ・警報発令時には，絶対に外出しない。また，警報解除後も，河川，がけ，切れた電線などの危険

な所に近づかない。 

  ・裏面記載の臨時休校時の各学年の基本的な学習内容に沿って学習し，翌日の準備は基本の時間

割でお願いします。 

令和５年 ４月配布版 


